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治水対策検討部会での検討の進め方

平成27年～29年

平成27年から29年に、関川流域委員会の専門部会として関川・保倉川治水対策検討部会を設
立し、治水対策案についてゼロベースでの見直しを検討いただき、保倉川の現行河川整備計
画の目標流量に対する治水対策案として、「放水路案」が優位であることを確認し、平成29
年7月に第19回関川流域委員会へ検討結果を報告した。
（基準地点松本の目標流量を1,500㎥/s、このうち放水路流量を700㎥/s）

令和5年

令和5年7月、関川水系河川整備計画の変更骨子（案）について、気候変動を踏まえた基準地
点松本の目標流量を1,700㎥/s、このうち放水路流量を900㎥/sにそれぞれ引き上げる案につ
いて第24回関川流域委員会で審議頂いた。

治水対策検討部会での検討の進め方

上記の目標流量の引き上げに伴い、改めて、治水対策検討部会で、新たな目標流量における
保倉川下流部の治水対策案について、放水路及び放水路以外の治水対策を含め検討、ご審議
をいただく。
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令和５年７月２６日 令和５年度内予定

※上記スケジュールは、今後の検討・調整等により変更となる場合があります。
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治水対策案に
ついて、
科学的・技術
的・経済的な
妥当性等に
ついて確認

関川・保倉川治水
対策検討部会の
検討結果について、
関川流域委員会へ
報告

報告を踏まえ、
流域委員会で
計画段階評価の
審議を実施

今後の進め方について



計画段階

＜事業進歩と事業評価の流れ（公共事業（直轄事業等））＞

【計画段階評価】

【新規事業採択時評価】

【再評価】

【完了後の事後評価】

計画段階評価 新規事業採択時評価 再評価 事後評価

新規事業採択時評価の前段階において、政策目標を明確化した上で、複数案の比較・評
価を行うもの。

新規事業の採択時において、費用対効果分析を含め、総合的に実施するもの。

事業継続に当たり、必要に応じて見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場
合には事業を中止するもの。

事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて、適切な改善措
置、同種事業の計画・調査のあり方等を検討するもの。

事業実施 供用

（５年継続）

（３年未着工）
（再評価後３年経過毎） （完了後５年以内）

（新規事業採択） （着工） （完了）

（再評価後５年経過毎）※
※ 未着工の場合は３年経過毎

３．事業評価の流れ（参考）事業評価制度について

＜事業進捗と事業評価の流れ（公共事業（直轄事業等））＞
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（参考）国土交通省所管公共事業の計画段階評価の実施について
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第三者委員会
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（参考）国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領について



（参考）河川事業における計画段階評価について

○計画段階評価の対象とする事業の範囲
河川及びダム事業のうち以下の事業を除く全ての直轄事業等を対象とする。

（１）河川工作物関連応急対策事業
（２）河川維持修繕事業及び堰堤維持事業等維持・修繕に係る事業
（３）河川激甚災害対策特別緊急事業等の災害に係る事業
（４）災害復旧に係る事業

○計画段階評価の単位の取り方
河川及びダム事業における計画段階評価の実施単位は、達成すべき政策目標に応じて適切に設けることとする。

○評価の実施時期
河川及びダム事業においては、新規事業採択時評価の着手前までに実施することを原則とする。

○計画段階評価の実施
河川事業、ダム事業については、当該事業の複数案の比較・評価を行い、学識経験者等から構成される委員会等及び都道府県の意

見聴取を経て、河川整備計画の策定等を行う場合には、評価の手続きが行われたものとすることができる。

○計画段階評価の手法
河川及びダム事業については、原則として以下の項目に基づいて計画段階評価を実施するものとする。

（１）流域及び河川の概要
・流域の概要
・河川の概要
・河川整備の経緯 等
（２）課題の把握、原因の分析
（３）政策目標の明確化、具体的な達成目標の設定
①達成すべき政策目標
②具体的な達成目標
（４）複数案の提示、比較、評価
本項目においては、政策目標に応じて幅広い複数案を検討することとする。案が多い場合には、概略評価を行い２～５案程度を抽出して
総合評価を行うこととする。

・平成３０年３月３０日施行 「国土交通省所管公共事業の計画段階評価実施要領」
・平成２５年４月１日施行 「河川及びダム事業の計画段階評価実施要領細目」 より抜粋
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